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ဩဪါာိ 色々な楽しみや生きがいを得られます 

 
ဩဪါာိ 地域内の課題解決に力を発揮します 
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ဩဪါာိ 支え合いにより住みやすい地域がつくられます 

 
 

 
１ 会則に基づいて活動をする 

 
２ 会員の自治会活動への積極的な参加を促す 

 
３ 関係機関・団体との連携を図る 

 
４ 後継者を育成する 
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会則（規約） 

①総則的事項 会の目的、名称や会の区域、事務所の所在などに関する事項 

②会員に関する事項 会員の資格や会費、入会、退会に関する事項 

③役員に関する事項 役員の構成や選出方法、職務内容、任期などに関する事項 

④総会に関する事項 
会議の種類や構成、開催の目的、招集方法、議⾧の選出方法や議決に
関する事項 

⑤役員会に関する事項 
役員会の構成や総会に付議すべき事項、議決事項、招集方法に関する
事項 

⑥資産及び会計に関する事項 資産の構成や管理、処分、会計年度や予算、決算に関する事項 

⑦会則（規約）の変更および解散に関する事項 

 
 

 
（1）会議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総会は、自治会として意思決定を行う最も重要な役割を担っているものであり、通
常総会と臨時総会があります。 

通常総会は、一年間のまとめと事業や予算について慎重に、かつ気軽に議論できる
場として運営されることが望まれます。通常総会で議決すべき事項は、会則に掲げて
おくことが必要です。 

最近では、通常総会の出席者が少ないということで、総会を省略している自治会も
あるようですが、会員の意見を聞かずに一部の役員で決めてしまうのではなく、通常
総会を開催し、会自体の透明性を高めることも大切です。 
 また、臨時総会は、緊急に解決すべき課題が発生したときなど、必要に応じて招集さ
れます。 

総会 
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（２）予算と決算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役員会 
総会の議決にしたがって、会を実際に運営していくための会議です。 
役員会への出席役員は、あらかじめ会則で定めておくことが必要となります。 
ただし、役員の中でも監事は、会の活動について分析、評価する任務を担っているこ

とから、通常は役員会の構成員には含みません。 

会計監査 

監事は、会計帳簿、領収書などの帳票類、預金通帳、決算書をもとに会計監査を行
います。 

収支について適切に処理されているかどうか、関係の帳票を照合しながら、役員会
や総会に報告される内容について聞き取りを要する場合もありますので、会計担当等
の立会いで行われるのが普通です。 

収入 

自治会の主な財源は、会費、寄附金、補助金、交付金、負担金などで構成さ
れます。 
 会費は自治会の財政の中心を成すもので、年間の事業経費等と会員数が加味
されて算出されます。会費の金額や徴収方法については、総会で承認を得て決
められるものです。 

民主的に自治会を運営していくためには、会費を均等にして会員の権利義務
が平等になるよう配慮していくことが必要ですが、個別の事情に応じ、減免の
措置を行うなど、柔軟な対応も求められます。 

また、自治会の収入は活動を保証するものですが、収入確保のために過度に
寄附に頼ったり、外部からの援助に依存し過ぎたりすることは、会の自主性を
弱める結果を招きかねないので、注意が必要です。 

支出 

支出は、予算をもとに会の活動に必要な経費を計画的に支払っていくもので
す。支出は、大きく分けると総務費と事業費に分けることができます。 

総務費は、運営にかかわる全体的な支出にあたります。会議費や交通費、通
信費、消耗品費、印刷費、備品費、慶弔費、予備費などの科目があります。 

事業費は、会の活動に直接かかわる支出となります。健全に会を運営してい
くためには、総務費と事業費の均衡の取れた配分が必要となります。 

また、年度の途中で予算を科目間で移動する必要が生じる場合が出てきま
す。その場合に備え、役員会で承認を得て補正できる旨を定めておくこともで
きます。 

いずれの場合も支出した際には、必ず領収書などの帳票を保存しておくこと
が原則となります。 
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安全な生活を守るための活動 防犯灯及び防犯カメラの設置や維持管理、交通安全活動、自主防
災組織の設置及び運営 

親睦・コミュニティ活動 地域のお祭りや運動会、新年会、敬老会などの地域交流活動 

きれいなまちづくり活動、社会
福祉活動 

ごみステーションの設置や維持管理、河川・道路の清掃、資源回
収活動、高齢者の見守り活動 

スポーツと健康づくり 体育祭やレクリエーション事業の実施 

共同利用施設の整備と維持管理 自治公民館等自治会施設の整備と維持管理 

各種団体への活動支援 子供会、老人会、消防団など地域の各種団体への支援 

その他の活動 総会、役員会等の開催 

 
㕲㕳㕴㕵 主な活動（自主事業の事例） 

 
時 期 自治会の行事例 （参考）市内の主な行事 

春 
４～６月 花見 

自治会全体会 
春の交通安全運動、春の市民一斉美化運動 
ねんりんピック 

夏 
７～９月 

夏祭り、お楽しみレクリエーション 
ラジオ体操 

夏の交通安全運動、道路ふれあい月間 
河川愛護、那須野ふるさと花火大会 

秋 
10 月～12 月 

防災訓練、敬老会 
運動会、各種スポーツ大会 
研修旅行、子ども神輿 

秋の交通安全運動 
戦没者追悼式、公民館まつり 
秋の市民一斉美化運動 
コミュニティまつり、なしお博 

冬 
１～３月 

新年会、どんど焼き 
会計監査、総会 

年末の交通安全運動、20 歳の集い 
花市・初市、社会福祉大会、消費生活と環境展 
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その他 

生きがいサロン、いきいき百歳体操 
防犯パトロール、見守り活動 
スクールガード、道路愛護作業 
世代間交流事業 
班⾧・役員会、募金、清掃 
回覧板、資源回収 

市民体力テスト 

 
 

 
 
 

 那須塩原市自治会長連絡協議会組織図  

 
 
 
 
 
 

 
 

那須塩原市には、現在２１４の自治組織があります。 
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ᎍᎎᎏ᎐᎑᎒᎓ 加入世帯数         ３０，１７７世帯（前年度比 △２５世帯） 

 
ᎍᎎᎏ᎐᎑᎒᎓ 自治会への加入率        ５７．５％（前年度比 △０．７％） 

那須塩原市の世帯数     ５２，４５８世帯（前年度比 ＋５４５世帯） 
（令和６年４月１日現在／住民基本台帳より） 

 
ᎍᎎᎏ᎐᎑᎒᎓ １自治会当たりの世帯規模 

最大             １，３６２世帯 
最小                 ３世帯 
平均                １４２世帯 
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ၵၶၷၸ 地縁団体とは 

 
 
ၵၶၷၸ 認可地縁団体になるために必要な条件 

  規約の中に必要な項目  
□目的  □名称  □区域  □主たる事務所の所在地  □構成員の資格に関する事項 

□代表者に関する事項     □会議に関する事項    □資産に関する事項 
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ၵၶၷၸ 「地縁による団体」の認可申請の手続き 

 
  必要書類  
 □認可申請書 

 □総会で議決した規約 

 □認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 

 □構成員の名簿 

 □良好な社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 

  （前年度の事業報告書、前年度の決算書、当該年度の事業計画書、当該年度の予算書） 

 □申請者が代表者であることを証する書類 

  （申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し、申請者が代表者となることを受諾 

した旨の承諾書等の写し） 

□区域を示した図面 

 
※令和３年 11 月 26 日の地方自治法の改正により、保有資産目録または保有予定資産目録の提出が 

不要になりました。 
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ၵၶၷၸ 「地縁による団体」の認可申請のおおまかな流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
役
所

本
庁
及
び
各
支
所

 

自
治
会 

① 認可申請についての事前相談 

② 定款の内容や手続きに関する助言・指導 

③ 次の事項を議題として総会を開催 

 ・規約の制定（改正） 

 ・認可申請することの議決 

 ・申請者を代表者とすることの議決 

 ・構成員の確定 

（・保有（予定）資産の確定等） 

④ 認可申請（申請書類の提出） 

⑤ 書類審査 

⑥ 認可 

⑦ 告示・台帳作成 

⑧ 認可通知 
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ၵၶၷၸ 「地縁による団体」の不動産に係る登記の特例 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
役
所

本
庁
及
び
各
支
所

 

認
可
地
縁
団
体 

① 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書・ 

疎明資料（※）を提出 

⑤法務局で所有権の保存

又は移転登記の申請 

④ 異議がなかったことを証する情報の提供 

②疎明資料により要件を確認 

 

要件確認後 

③公告 

当該不動産の所有権の保存又は 

移転の登記をすることについて異議 

のある関係者等は、市に異議を述べる 

---------- ３か月以上 ---------- 

異議がなかった場合 

【相続人の所在が分からない等の理由により移転登記できない場合】 

 登記までの流れ  
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※疎明資料 

次に掲げる事項を疎明するに足りる資料が必要です。 
  ◆当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること 
  ◆当該認可地縁団体が当該不動産を１０年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有して 

いること 
  ◆当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員 

又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること 
  ◆当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと 
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補助金の額（年１回交付） 

○均 等 割：１組織（自治会）当たり 10,000 円 

○世帯数割：１世帯当たり 300 円 

※自治会に加入している世帯数（４月１日時点）が対象 

 

補助対象事業 自治会が行う自治会の運営事業及び地域振興を図るための事業が対象 

       ※慶弔費、人件費、賛助会費、親睦会費、交際費、玉串料、祝い金、積立金等の補助

することが適当でないと認められる経費は対象になりません 

 

手 続 き 等 〇交付申請：交付申請に関する書類は、５月の行政文書配布の際にお届けします 

       ○実績報告：実績報告に関する書類は、申請をした自治会へ１月の行政文書配布の

際にお届けします 

 

 

補助金の額  新築      事業費の ４０％ 限度額は世帯数により異なる 

        増改築     事業費の  ４０％ 限度額４００万円 

        修繕      事業費の  ４０％ 限度額２００万円 

        バリアフリー化 事業費の１００％  限度額  ４０万円 

        屋外運動施設の整備 事業費の  ４０％ 限度額  ４０万円 

耐震診断等   事業費の ５０％ 限度額は実施内容により異なる 

耐震改修    事業費の ５０％ 限度額１２０万円 

市民生活部 市民協働推進課（本庁舎２階１２番） 
電話 0287-62-7151 
Email shiminkyoudou＠city.nasushiobara.tochigi.jp 
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補助金の額 30,000 円以内（1回限り）※自主防災組織未結成の自治会 

補助対象経費 新たな自主防災組織の結成に必要な事業（自主防災組織結成に係る説明会の開催、

普及啓発資料の作成、防災マップの作成など）に要する経費 

補助金の額 300,000 円以内（1回限り） 

補助対象経費 自主防災組織の整備に必要な資機材（メガホン、強力ライト、救急箱、担架、救助

用工具、消火器、防災倉庫など）および備蓄食料の購入に要する経費 

補助金の額（限度額） 次に掲げる額のうちいずれか高い額 

(１) 15,000 円＋（申請時点の戸数×50 円） 

(２) 20,000 円 

※申請時点の戸数が 100 戸以下の組織は 20,000 円になります。 

補助対象経費 自主防災組織の運営に必要な事業（防災訓練、普及啓発活動、防災マップの更新な

ど）に要する経費 

 
 
 
 

総務部 危機管理課（本庁舎３階３番） 
電話 0287-62-7150 
Email kikikanri@city.nasushiobara.tochigi.jp 



- 15 - 

補助金の額 300,000 円から 2,000,000 円まで  

※補助金の利用希望を確認するため、別途通知します。 

補助対象経費 自主防災組織の整備に必要な資機材の整備に要する経費 

 
 
 

自治会活動で地域のつながりがしっかりしているし、消防団がいるため、あえて自主防災 
組織を作る必要はないと考えているが? 

消防団は発災時には被災現場に向かってしまうため、消防団があるから絶対安心ではないと考
えています。残された住民がお互いに助け合うことができるかが非常に重要です。そのためにも、
自主防災組織を結成し、積極的に防災活動を行っていただきたいと考えています。 
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補助金の額 ①構成員の人数に応じて補助金の限度額あり。 

５人～１４人  上限額  15,000 円 

１５人～２４人  上限額  25,000 円 

２５人～     上限額   35,000 円 

②、③については  上限額  50,000 円 

補助金の額 ＜設置費＞電柱に設置の場合 １基当たり 23,000 円 

電柱なしの場合  １基当たり 35,000 円 

       ＜電気料＞防犯灯１基当たり年間 1,000 円（Ｒ５年度実績） 

補助金の額 ＜設置費＞設置費用の４分の３（１台につき上限３０万円） 

＜管理費＞管理費用の２分の１（１台につき上限  １万円） 

 
設置費用の参考 

 設置費の見積額 １台あたり 286,000 円（設置費補助金申請時の見積額の平均額） 

 

管理費用の参考 

 電気料     年間 5,000 円程度（電柱に設置した場合） 

 電柱共架料   年間 3,000 円程度（電柱に設置した場合） 

点検料や保険料も補助の対象となります。 

市民生活部 交通防犯課（本庁舎２階１１番） 
電話 0287－62－7126 
Email koutsuu-bouhan@city.nasushiobara.tochigi.jp 
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     防犯灯の設置について 

防犯灯の設置などについて相談したいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。 

防犯灯の新規設置場所、維持管理については各自治会または防犯灯管理団体において検討願い
ます。 

防犯灯の新規設置及び電気料金に係る補助金に関するお問い合わせは、下記へご相談ください。 
 
∇本庁交通防犯課  0287－62－7126 

 
 
空き地の管理について 

空き地の草が背丈ほど伸びていて防犯・防災上危険を感じます。どうしたらよい 
ですか。 

原則的には、その土地の持ち主が、管理を行うことになっています。下記へご相談ください。 
 
∇本庁交通防犯課  0287－62－7126 
∇西那須野支所   0287－37－5106 
∇塩原支所     0287－32－2911 
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補助金の額 紙類７円／kg、 缶類７円／kg、 びん類１０円／kg 

※びん類を直接那須塩原クリーンセンターへ持ち込んだ場合 １５０円／１０kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境戦略部 サーキュラーエコノミー課（本庁舎２階８番） 
電話 0287-62-7301、62-7030 
Email  circular-economy@city.nasushiobara.tochigi.jp 
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ごみステーションの管理または設置について 

ごみステーションの管理はどこが行うのですか。 
また、新しく設置する場合の基準はありますか。 

ステーションの管理は、そのステーションを利用する住民により行われています。 
また、ごみ収集後の清掃当番なども、そのステーションを利用する住民の中で、持ち回りで実施

をしている場合があります。 
新しくステーションを設置する場合は、事前にサーキュラーエコノミー課（0287-62-7301）に

お問い合わせください。 

 
 

ごみの不法投棄について 

ごみを不法投棄しているところを目撃しました。 

不法投棄行為を目撃したら下記へご連絡ください。 
∇本庁サーキュラーエコノミー課 0287－62－7144 
∇西那須野支所         0287－37－5108 
∇塩原支所           0287－32－2911 

 
土曜日、日曜日、祝日、夜間は下記へご連絡ください。 

∇那須塩原警察署        0287－67－0110 
 

※自動車のナンバー等が重要な手がかりとなります。 
※今まさに「大量に投棄している」という時には 110 番通報をお願いします。 
 

また、市では、不法投棄対策として不法投棄等通報機能を有したごみ分別アプリを配信していま
す。アプリでは、写真や位置情報を添付したメールで市に通報することができます。 

次のような場合はアプリを使用してみてください。 
 ○近所で不法投棄されている場所がある 
 ○散歩の途中でごみが捨てられているのを見かけた 
 ○道路上で動物死体を見かけた 
 
 
 
 
 
 
 
ごみ分別アプリ 
https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/haikibutsutaisakuka/gomi_recycle/2/2188.html 
 

QR コード iOS 版 QRコードAndroid版 
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対 象 者 自治会等が、敬老事業に招待する８０歳以上の市民 

補助金の額 招待者 1人当たり 2,000 円 

交 付 先 自治会等の敬老事業主催団体 

手 続 き 等 補助金交付方法、対象者の名簿配布等については、別途御連絡いたします。 

補助金の額 運営費    月 額 30,000 円 

              ※月２回以上開催することが要件です。 

※サロンの参加人数によって、加算や減額があります。 

 

       設備改修費  上限額 100,000 円（サロン設置初年度のみ） 

※介護保険の住宅改修の内容に準じるものが対象となります。 

例として、手すりの取付け、床段差の解消、トイレの改修などが 

認められます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

保健福祉部 高齢福祉課（本庁舎１階４番） 
電話 0287-62-7137 
Email koureifukushi@city.nasushiobara.tochigi.jp 
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補 助 金の額 道路愛護活動の実績報告により算定（１団体 3,000 円～20,000 円程度） 

補 助 金の額 河川愛護活動の実績報告により算定（１団体 10,000 円～25,000 円程度） 

 
 

道路・側溝の管理について 
道路に穴が開いていたり、側溝が壊れていたりして通行に支障があります。 
どのようにすればよいでしょうか。 

道路・側溝の損傷は、下記へご連絡ください。 
 
国道４号 

∇宇都宮国道事務所矢板出張所  0287－44－0461 
 

国道（４号を除く）、県道 
∇大田原土木事務所        0287－23－6544 
 

市道 
∇本庁保全管理課        0287－62－7165 

 
 

市道に関するカーブミラーの設置について 

カーブミラーが壊れているので、新しいカーブミラーを設置して欲しいのですが。 

カーブミラー設置要望は、下記へご連絡ください。 
 

∇本庁保全管理課        0287－62－7165 

建設部 保全管理課（本庁舎２階７番） 
電話 0287-62-7165 
Email hozenkanri@city.nasushiobara.tochigi.jp 
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自治会への加入について 

自治会に加入する必要性についてどのように説明すればよいですか? 

自治会は、一番身近な自治組織であり、「住みよい地域をつくっていくこと」を目的に、地域の
課題解決や住民同士の交流を進めている団体です。自治会の目的や活動内容等について十分に説
明し、理解を得られるよう努めてください。 
 

自治会に加入すると・・・ 
◆自治会の様々な行事を通じて、近隣住民の方と親睦を図ることができ、いざという時の助け合い

に繋がります。また、親睦を図っておくことで、「地域の目」が機能し、防犯防災に繋がります。 
◆災害に備えた自主防災活動、子どもや高齢者の見守りや防犯灯の設置・管理、地域の環境美化の

ための清掃などの活動による、安全安心な暮らしが得られます。 
◆道路の改善など身近な困り事を自治会がとりまとめ、みんなの意見として行政に対して要望  

できるので、より住みやすいまちづくりにつなげていくことができます。 
◆市からの広報誌をはじめとする、各種行事のお知らせや行政関係の連絡など、自治会を通して配

布、回覧しています。また、地域で作成した広報誌やチラシなどの身近な情報を得ることができ
ます。 

 
 
 

自治会の加入率向上のため未加入世帯に呼びかけを行いたいのですが、どのような 
方法で行えばよいですか? 

加入の呼びかけ方法は、実情に応じて柔軟に行う必要がありますが、一般的な活動の例を紹介し
ます。 

 
①未加入世帯の把握 

・班⾧さんなどの協力を得て、未加入世帯を確認します。 
・アパートやマンション等は、オーナーや管理会社に連絡し、協力を得るようにします。 

②呼びかけの際の説明資料を用意 
・加入を呼びかける文書やチラシを作成します。 
⇒那須塩原市自治会⾧連絡協議会で作成したチラシがありますので活用いただけます。 

外国の方向けのチラシ（やさしい日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語）もあります。市
民協働推進課までお問い合わせください。 

・自治会の総会資料等、会則や活動内容、予算、決算がわかる資料を用意します。 
③加入の呼びかけ 

・新規転入者は、居住開始後すぐに訪問すると効果的です。班⾧さんなどと協力して行いましょ
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う。 
・イベント等の開催に合わせて訪問し、まずは活動に参加してもらうことも加入促進につながり

ます。 
④その他 

・加入を強制するような呼びかけはせず、丁寧な対応を心がけましょう。 
 
ဩဪါာိ参考 Ｈ２８・Ｒ３実施の自治会に関するアンケート調査から、未加入者に対する加入促進の 

取組（抜粋） 
 

・庁内の自治組織の概要を作成配布している。 
・アパートや分譲住宅建設中から関係者を通し、自治会加入を勧める。 
・班⾧が転入者宅を訪問し、自治会入会を勧誘する。 
・退会申出世帯には、自治会⾧が訪問し、住民のつながりや支え合いの大切さを説明して慰 
 留する。 
・加入案内チラシをポスト投函している。 
・加入案内チラシを郵送している。 

 
 
 
 

転入者などに加入を断られて困っています。どのようにすればよいですか? 

自治会は、「法律で決められた加入を強制される組織ではなく、住民の自主的な意思でつくられ
る任意団体」であることから、加入の強制はできません。 

しかしながら、防災・防犯、子どもや高齢者の見守り、自治会が設置管理する防犯灯・ごみステ
ーションなど、地域生活に密着した課題などは、個人での解決が難しい場合があります。 

また、万が一の災害時には、隣近所の助け合いや自治会の自主防災機能が重要な役割を果たしま
す。そのためには、互いの顔が見える地域の「絆」づくりが大切です。 

このような課題の解決のため、地域の「絆」づくりのため、自治会の役割が重要となりますので、
丁寧に説明を行うように努めてください。 

他地域からの転入者だけでなく、加入者の中でも、自治会の目的や活動内容がわからない方もい
ますので、団体内の透明性をより高めるためにも、広報誌等を作成して回覧するなど、行事や活動
を積極的に広報していくことが大切です。 

 
 

自治会の運営について 

自治会役員の交代ができなくて困っています。 

役員だけで活動を行うと一人の負担が大きくなり大変です。 
会⾧には総合的な進行管理を行う司令塔となってもらい、特定の人に負担が集中しないように、

できるだけみんなで役割を分担しましょう。 
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そして、多くの人に活動をやり遂げた達成感や喜びを感じてもらい、「次はこうしよう」という
参加意識を高めていきましょう。多くの人のやる気を呼び起こすことが、後継者を育てる第一歩で
はないでしょうか。 

また、少ない世帯で構成されている自治会は、自治会⾧が何役も兼ねて仕事をしなければならず
大変なため、１年交代となっているところもあります。交代の際は、全ての役員が一斉に交代する
のではなく、半分ずつ交代したり、役員経験者が引き続き相談役や顧問として助言したりするな
ど、会の運営に支障のないようにすることも大切です。 

 
ဩဪါာိ参考 Ｈ２８・Ｒ３実施の自治会に関するアンケート調査から、役員の担い手に関する回答 

（抜粋）
 

・後継者として若手にお願いして起用している。 
・自治会行事に積極的に参加している人材を役員として登用する。 
・常日頃から役員間の交流を重視している。 
・役員の負担をできるだけ少なくするように努力している。 
・役員は複数名いるので、できる範囲でよいと話している。 
・事業内容を検討して、仕事を分担する。 
 

 
 
 

自治会の行事への参加者が減ってきているのですが、よい方法はありますか? 

平成２８年度に実施した自治会に関するアンケート調査の「行事参加者を増やす工夫」として多
く挙げられた取組は、「育成会と連携して行事を行う」というものでした。自治会と育成会と共催
でイベントを実施することで、若い方の参加が多くなっているようです。 

また、多くの自治会で、高齢者を対象としたサロンや体操などを実施しており、高齢者の生きが
いづくり、健康づくりの場を提供して、地域の活性化につなげている例も多くあります。 

その他、こまめな「声かけ」、行事等への参加を直接訪問して「声かけ」を行っているという意
見も多くあり、日頃から「声かけ」を行い、参加しやすい雰囲気づくりに努めることもポイントの
一つであると言えます。 

令和３年度に実施した自治会に関する市民アンケート調査では、自治会に加入していない方に
「仕事が忙しくて活動に参加できない」という意見が多く見られました。共働き世帯や高齢者のみ
の世帯が増加しています。仕事が土日勤務や深夜勤務の人もいます。行事に参加したくてもできな
い状況の世帯があることも理解する必要があります。また、時代やニーズに合わせて、事業そのも
のの見直しをする必要があるのではないでしょうか。  
 
ဩဪါာိ参考 Ｈ２８・Ｒ３実施の自治会に関するアンケート調査から、行事参加に関する回答（抜粋） 
 

・自主防災訓練等に育成会と連携し、参加を呼び掛けている。 
 ・老人会や育成会に協力いただき、子どもから高齢者まで参加できるように工夫している。 
 ・行事開催の回覧を、開催の目的、意義を分かりやすい文章で表現し、「参加してみよう」 
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  という気持ちになってもらうよう努める。 
 ・敬老会などは、役員などで招待者への声かけを行い、防犯防災に対しても個別訪問をして 

いる。 
 ・こまめに「声かけ」をしている。 
 ・未加入者に対してイベント等への参加呼びかけを行っている。 
 

 
 
 

自治会活動をするための人手が足りません。何かよい方法はありませんか? 

 高齢化や核家族化、共働きが増えており、家庭や仕事で忙しく、自治会活動への参加について、
負担に感じられる場合もあるかと思われます。活動への参加自体に負担を感じないよう、「できる
範囲」でお手伝いしてもらえるような声かけをしてみてはいかがでしょうか。また、役員をいきな
りお願いするのではなく、まずは、特技を生かした活動からお願いしてみることも一つの方法で
す。（例えば、総会資料をパソコンの得意な方に作成してもらう、広報誌のデザインを若い住民の
方にお願いするなど） 
 どうしても人手不足で活動の継続が難しいという場合は、「できる範囲」の活動を再検討し、活
動内容を見直してみることも必要かもしれません。 

また、一つの自治会だけで活動が難しい場合には、近隣の自治会と連携して活動を行うことも考
えられます。 

 
 
 

自治会費を納入してくれない方がいて困っています。どのようにすればよいです 
か? 

自治会の会費は、地域の皆さんで話し合いのうえ決めたものであり、自治会ごとに会費の額や集
金方法は異なっています。 

他の地域から転入してきた方から「会費が高い」などの意見が出た場合や、会費を納入してもら
えない場合には、会費がどのように使われているかを説明するなどして理解が得られるように努
めてください。 

また、アパート等の集合住宅に入居している方の会費は、アパートのオーナーや管理会社に相談
することも一つの方法です。 

一方で、会費の額について、地域の住民の皆さんで話し合う機会を設けることも考えてみてはい
かがでしょうか。 
 
ဩဪါာိ参考 Ｈ２８・Ｒ３実施の自治会に関するアンケート調査から、会費徴収についての回答 

（抜粋） 
 

・特別自治会費として、未加入者や高齢者等から、防犯灯の電気代などの会費の一部をお願 
 いしている。 
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 ・ひとり親家庭、⾧期入院等で生活困窮者や天災等による生活困窮者について申し出を受け 
て、会費を減免している。 

 ・高齢者のみの世帯は、自治会費を一部減免している。 
 ・自治会内の事業所から協賛金を徴収している。 
 

 
 
 

自治会会員の名簿を作成しても問題ありませんか? 

 個人情報を収集する際に、その使用目的を明示した上で本人の同意を得れば、名簿の作成は問題
ありません。 
 ただし、平成２９年５月に改正個人情報保護法が全面施行され、自治会を含むすべての事業者が
個人情報保護法の対象となったため、個人情報の取扱いについては適切な管理が必要です。 
 
【個人情報を取り扱う際の注意事項】 
 ◆個人情報を取得する時は、何に使うか目的を決めて、本人に伝えましょう。 
  ※写真や映像なども個人が特定できる場合は、本人の同意が必要となる場合があります。 
 ◆取得した個人情報は、決めた目的以外には使わないようにしましょう。 
  ※名簿などを作成し、会員に配布する場合は、「会員への連絡のために作成したものですので、

他への利用を禁止します。」などの注意事項を明記しましょう。 
 ◆取得した個人情報は安全に管理しましょう。 
 ◆個人情報を他人に渡す時は、本人の同意を得るようにしましょう。 

 
 
 

自治会と宗教・選挙との関わりについては、「思想信条問題に関与せず」が大原則と思いま
すが、実際には難しいケースがあると思うのですが。 

原則的な対応策をあげてみたいと思います。 
・自治会と氏子の組織は別々にする。 
・神社等の会計は独立して編成し、自治会からの支出は避ける。 
・自治会組織（例えば班⾧、組⾧）を利用して神社に対する寄付集めなどはしない。 
・自治会⾧名で構成員に対し特定の候補者に投票するよう強要しない。 
・当初から特定の候補者の推薦は行わない。 

※推薦する場合、白紙の状態から推薦決定を行う。 
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那須塩原市 自治会長 

の皆様に対する補償制度（保険）のご案内 
那須塩原市では、以下の内容で保険を準備しております。 

保険の対象となる主な事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

補償対象の範囲 

自治会⾧の皆様（ただし、自治会⾧連絡協議会を構成する自治会とする） 

※市が自治会長の皆様へ依頼した業務に従事中の事故に限定されます。 

掛金 

  市が負担いたしますので、皆様のご負担はありません。 

補償期間 

2024 年 4 月 1 日（中途任用の場合はその日）～2025 年 3 月 31 日 

補償の内容 

見舞金 

（ケガや特定の 

疾病） 

死亡・後遺障害のとき 500 万円限度（後遺障害は程度に応じて支払い） 

入院したとき 4,000 円／1 日（180 日限度） 

手術したとき 手術の種類により入院日額の 10・20・40 倍 

通院したとき 2,500 円／1 日（90 日限度） 

   ＊特定の疾病とは、熱中症・脱水症・低体温症・細菌性食中毒をいいます。 

   ＊天災事故（地震・噴火・津波）についても補償の対象です。 

ご注意 

1. 見舞金については自宅と作業場所との往復途上も補償の対象です。 

2. 補償の対象とならない主な事例 

 

3. 詳細については、保険契約の約款によります。 

 

 

 

 

 

   
広報誌配布中に熱中症で気
分が悪くなり、病院へ運ば
れた。 

打合せ終了後、車で帰宅途中
に交通事故で入院した。 

【問合せ先・取扱代理店】 

㈱サリー・ジョイス・ジャパン 

ఱల 0120-305-660 

TEL 03-5215-5090 

担当：西ノ原（ニシノハラ） 

【担当課】 

那須塩原市役所 市民生活部 

市民協働推進課 自治振興係 

  TEL 0287-62-7151／FAX 0287-62-7500 

  Email  shiminkyoudou＠city.nasushiobara.tochigi.jp 

① 故意  ② 飲酒運転等  ③ 薬物使用  ④ 特定疾病以外の疾病 等 

市役所で打合せの際、トイレ
に行く途中に階段で転倒。 
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〇 〇 〇 自 治 会 規 約 （ 会 則 ） 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 本会は、次に掲げる事業を行い、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇することを目的とする。 

⑴ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

⑵ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

⑶ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

⑷ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

⑸ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

※地域的な社会的共同活動であることが必要です。 

 

（名称） 

第２条  本会は、〇〇〇自治会と称する。 

 

（区域） 

第３条 本会の区域は、那須塩原市○○町全域及び△△町○○番地○○から××番地××ま

での区域とする。 

※区域は、当該自治会の住民にとって、また、市内の他地区の住民からみても客観的に明ら

かであることが必要です。地番又は住居表示により表示することが最も望ましいのですが、

河川や道路などで区域を特定することも可能です。 

 

（事務所) 

第４条 本会は、事務所を那須塩原市△△町○○番地○○に置く。 

 →事務所が会長宅にある場合の表記例：「本会の事務所は、会長宅に置く」 

 

※この所在地が、団体の住所となります。団体の活動記録を整理、保管したり、会議場所と

しての機能を考慮すると、当該地区にある集会施設等に事務所を置くことが望ましいと思

われます。 

 
第２章 会員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。 

※年齢や性別などの条件を、会員の資格として定めることは認められません。 

 

（会費） 

資料１ 
自治会規約（会則）作成案 

※地縁団体認可申請の際に必要となる規約の例 
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第６条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

（入会） 

第７条 第３条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者は、別に定

める入会申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の入会申込があった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。 

 

（退会等） 

第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 

 ⑴ 第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

 ⑵ 本人から別に定める退会届が会長に提出された場合 

２ 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

 

第３章 役員 

 （種別） 

第９条 本会に、次の役員を置く。 

⑴ 会 長   １人 

⑵ 副会長   〇人 

⑶ 書 記   〇人 

⑷ 会 計   〇人 

 ⑸ 監 事   〇人 

 

（役員の選任） 

第１０条 役員は、総会において、会員の中から選任する。 

２ 監事とその他の役員は、相互に兼ねることができない。 

  

（職務） 

第１１条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、（会長があ

らかじめ指名した順序によって）その職務を代理する。 

３ 会計は、本会の会計事務を処理する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

⑴ 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

⑵ 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

⑶ 会計及び財産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、 

これを総会に報告すること。 

⑷ 前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること。 

 

 （任期） 

第１２条 役員の任期は、〇年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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３ 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

 

第４章 総会 

（種別） 

第１３条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第１４条 総会は、会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第１５条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決 

する。 

 

（開催） 

第１６条 通常総会は、毎年度決算終了後〇月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

⑴ 会長が必要と認めたとき。 

⑵ 総会員の〇分の〇以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

⑶ 第１１条第４項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき。 

  

（招集） 

第１７条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求があ

った日から〇日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び

場所を示して、開会の日の〇日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 

 （議長） 

第１８条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。 

 

 

 （定足数） 

第１９条 総会は、総会員の〇分の〇以上の出席がなければ、開会することができない。 

 

（議決） 

第２０条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

 （会員の表決権） 

第２１条 会員は、総会において、各々１箇の表決権を有する。 
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２ 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯

の会員数分の１とする。 

 

 （書面表決等） 

第２２条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項

について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができ

る。この場合において、第１９条及び第２０条の規定の適用については、その会員は、出

席したものとみなす。 

 

（議事録等） 

第２３条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

⑴ 日時及び場所 

⑵ 会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項 

⑷ 議事の経過の概要及びその結果 

⑸ 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印し

なければならない。 

 

第５章 役員会 

（構成） 

第２４条 役員会は、役員（監事を除く。以下この章において同じ。）をもって構成する。 

 

（権能） 

第２５条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

⑴ 総会に付議すべき事項 

⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項 

⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

 

 （招集） 

第２６条 役員会は、会長が招集する。 

２ 会長は、役員の○分の○以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の

請求があったときは、その請求のあった日から○日以内に役員会を召集しなければならな

い。 

３ 役員会を招集するときは、会議の目的、場所、目的及び審議事項を示して、少なくとも

開会の〇日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 

（議長） 

第２７条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 
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（定足数等） 

第２８条 役員会には、第１９条、第２０条、第２２条及び第２３条の規定を準用する。こ

の場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは

「役員」と読み替えるものとする。 

 

第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第２９条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

⑴ 別に定める財産目録記載の資産 

⑵ 会費 

⑶ 活動に伴う収入 

⑷ 資金から生ずる収入 

⑸ その他の収入 

 

（資産の管理） 

第３０条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。 

 

（資産の処分） 

第３１条 本会の資産で第２９条第１号に掲げるもののうち別に総会において定めるもの

を処分し、又は担保に供する場合には、総会において○分の○以上の議決を要する。 

 

（経費の支弁) 

第３２条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 

（事業計画及び予算） 

第３３条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を

経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、

会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支

出をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第３４条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として

作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３ヶ月以内に総会の承認を受けなければな

らない。 

  

（会計年度） 

第３５条 本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わる。 
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第７章 規約の変更及び解散 

 （規約の変更） 

第３６条 この規約は、総会において総会員の〇分の〇以上の議決を得、かつ那須塩原市長

の認可を受けなければ変更することができない。 

 

 （解散） 

第３７条 本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の○分の○以上の承諾を得なければなら

ない。 

 

（残余財産の処分） 

第３８条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の〇分の〇以上の議決 

を得て、〇〇〇に寄付するものとする。 

  

第８章 雑則 

 （備付帳簿及び書類） 

第３９条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

⑴ 規約 

⑵ 会員名簿 

⑶ 役員名簿 

⑷ 認可及び登記等に関する書類 

⑸ 総会及び役員会の議事録 

⑹ 収支に関する帳簿及び証拠書類 

⑺ 財産目録その他の資産の状況を示す書類 

⑻ その他必要な帳簿及び書類 

  

（委任） 

第４０条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て○○が別に定める。 

   

附 則 

１ この規約は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。 

２ 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第３３条の規定にかかわらず、設立総会の定

めるところによる。 

３ 本会の設立初年度の会計年度は、第３５条の規定にかかわらず、設立認可のあった日 

から令和○年○月○日までとする。  
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那須塩原市自治会長連絡協議会規約 

 

（目的） 

第１条 この規約は、那須塩原市の自治会相互の連絡調整を図り、もって市政の円滑な発 

展に寄与することを目的とする。 

（名称及び事務局） 

第２条 この会は、那須塩原市自治会長連絡協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

２ 協議会の事務を処理するため、事務局を那須塩原市市民生活部市民協働推進課に置

く。 

（会員） 

第３条 協議会の会員は、那須塩原市の自治会長職にある者とする。 

（事業） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。  

⑴ 会員の研修及び相互の親睦に関すること。 

⑵ 会員が所属する組織相互の連絡調整に関すること。 

⑶ その他目的達成に必要なこと。   

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置き、その選出は、自治会長会の役員の互選とする。 

 ⑴ 会 長  １人 

⑵ 副会長  ３人 

⑶ 会 計  １人 

⑷ 監 事  ３人 

⑸ 理 事  若干名 

２ 理事は、第１項第１号から第４号以外の者が、これに充てるものとする。 

３ 役員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による役員の任期は、前任者 

の残任期間とする。なお、前任者は、後任者を決定する役員会までは、その職務を担う 

こととする。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 会計は、協議会の会計事務を処理する。 

４ 理事は、協議会の重要事項を審議し、事務の推進に当たる。 

５ 監事は、協議会の会計を監査する。 

（会議） 

第７条 役員会をもって総会とする。役員会は、会長が必要に応じ招集し、その議長とな

る。 

２ 役員会の構成委員は、監事を除く役員とする。ただし、会長が必要と認めるときは、

監事を役員会に加えることができる。 

資料２ 
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（委員会） 

第８条 協議会に事業推進のため、次の委員会を置くことができる。 

⑴ 総務委員会 

２ 総務委員会は委員長１名及び委員６名から構成し、委員長には協議会会長が就き、他

の委員は各地区自治会長会の会長が就くこととする。 

３ 総務委員会は、役員会に付すべき事項等の調整・協議及び協議会広報紙の発行を行う

ものとする。 

（会計） 

第９条 協議会の運営に関する経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

⑴ 会費 

⑵ 補助金 

⑶ その他の収入 

２ 協議会の会計は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

３ 会長は、毎会計年度終了後速やかに決算書を作成し、監査に付して、役員会において

その状況を報告しなければならない。この場合に、監事は必要に応じ意見書を付すこと

ができる。 

（弔慰金） 

第１０条 協議会会員が死亡したときは、遺族に対し弔慰金として５，０００円を支給す

る。 

（雑則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮って定めるも

のとする。 

附 則 

この規約は、平成１７年５月３０日から施行する。 

この規約は、平成１８年４月１日から施行する。 

この規約は、平成１８年５月１日から施行する。 

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２０年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２１年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２３年１０月１日から施行する。 

この規約は、平成２７年５月２９日から施行する。 

 
 
 
 
 
 



- 37 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 
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資料 5 
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那須塩原市自治会活動の促進に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、地域社会において自治会が重要な役割を担っていることに鑑み、自治

会活動の促進に関し、基本理念を定め、市民、自治会、那須塩原市自治会長連絡協議会（以

下「協議会」という。）、事業者、住宅関連事業者及び市の役割を明らかにすることにより、

市民が相互に支え合い、安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現に資すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 市民 市内に居住する者をいう。 

 ⑵ 自治会 本市の一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成された団体であって、

協議会を構成しているものをいう。 

 ⑶ 地域住民 自治会の区域内に居住する者をいう。 

 ⑷ 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。 

 ⑸ 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理（以下「住宅の建築

等」という。）を業として行う者（これらの代理又は媒介をする者を含む。）をいう。 

 （基本理念） 

第３条 自治会活動の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

 ⑴ 市民が相互に交流を深め、協力と支え合いの精神に基づく自主的な活動が行われるよ

うにすること。 

 ⑵ 市民の多様な価値観及び自主性を尊重するとともに、自治会の自立性及び個性を損な

わないよう配慮すること。 

 ⑶ デジタル化や少子高齢化などに起因する生活様式の変化を的確に捉え、社会情勢に合

わせた活動が行われるようにすること。 

 ⑷ 市民、自治会、協議会、事業者、住宅関連事業者及び市の相互理解と協働により行わ

れること。 

 （市民の役割） 

第４条 市民は、地域社会の一員であることを認識し、自治会への加入及び自治会活動への

参加に努めるものとする。 

 （自治会の役割） 

第５条 自治会は、地域住民の自発的な自治会への加入を促進するよう努めるものとする。 

２ 自治会は、その活動が地域住民及び事業者にとって参加しやすいものとなるよう努める

ものとする。 

３ 自治会は、自治会活動に関する情報を地域住民に積極的に提供し、その運営について透

明性の向上を図り、開かれた組織づくりに努めるものとする。 
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４ 自治会は、地域を担う人材の育成に努めるものとする。 

５ 自治会は、地域が抱える課題を把握し、その解決に向けた取組の実践に努めるものとす

る。 

 （協議会の役割） 

第６条 協議会は、自治会の地域課題の解決や地域活動の活性化に向けた自主的かつ自立的

な活動を推進するための環境づくりに努めるものとする。 

２ 協議会は、自治会相互の連絡調整を図るとともに、市内における自治会への加入及び自

治会活動への参加を促進するための取組を行うものとする。 

３ 協議会は、本市の一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成された団体であって、

協議会を構成していないもの（以下「自主グループ」という。）が自治会として組織化す

ることへの協力に努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、事務所又は事業所が所在する地域において行われる自治会活動への参加

及び協力に努めるものとする。 

２ 事業者は、従業員がその居住する地域の自治会に加入すること及び自治会活動に参加す

ることに配慮するよう努めるものとする。 

 （住宅関連事業者の役割） 

第８条 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようとする者に

対して、当該住宅が所在する地域の自治会に関する情報を提供し、自治会への加入を促す

よう努めるものとする。 

２ 住宅関連事業者は、自治会への加入及び自治会活動への参加の促進に関する市の施策及

び協議会の取組に協力するよう努めるものとする。 

 （市の役割） 

第９条 市は、市民の自発的な自治会への加入及び自治会活動への参加を促進するため、積

極的な広報及び啓発を行うものとする。 

２ 市は、市民が自治会を組織すること及び自主グループが自治会として組織化することに

対し、情報の提供及び助言を行うものとする。 

３ 市は、自治会及び協議会の主体的な活動を促進するために必要な支援を行うものとする。 

４ 市は、自治会の協力を得て事業を実施する場合は、自治会の負担が過重にならないよう

努めるものとする。 

５ 市は、職員がその居住する地域の自治会に加入すること及び自治会活動に参加すること

の促進に努めるものとする。 

 （委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


